
 

 

実在した国民健康保険加入者世帯を参考に、モデルケースを作成しております。 

令和４年度から１０年度までの７年間で保険料の見直しを進めており、令和１１年度の標準保険料率へ段階的に近づくよう保険料率を引き上げます。 

なお、保険料賦課限度額の引き上げ、保険料算定にかかる所得割と資産割の比率見直し、及び子ども・子育て支援金分の加算を反映したモデルケースは以下のとおりとなります。 

 

○標準保険料率 

年 度 
医      療      分 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 

介  護  納  付  金  分 

（40 歳以上 65 歳未満の被保険者） 

子 ど も ・ 子 育 て 支 援 金 分 

（※18歳以上の被保険者） 
合            計 

所得割率 資産割率 均等割額 平等割額 所得割率 資産割率 均等割額 平等割額 所得割率 資産割率 均等割額 平等割額 所得割率 資産割率 均等割額 平等割額 所得割率 資産割率 均等割額 平等割額 

Ｒ１１ 7.60％ － 33,500円 19,400円 3.24％ － 14,100円 8,100 円 2.50％ － 13,300円 6,400 円 0.17％ － 1,000 円 600円 13.51％ － 61,900円 34,500円 

※18 歳以上の被保険者は 18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日以前のこども（高校生年代までのこども）を除く。 
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妻（72 歳）：年収 96 万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

夫（72 歳）：年収 490 万円 

妻（68 歳）：年収 490 万円 

※年収＝給与収入 426万円＋

年金収入 64 万円 

 

 

 

 

 

夫（64 歳）：年収 110 万円 

妻（61 歳）：年収 0 円 

 

 

 

 

 

 

 

単身（57 歳）：年収 144 万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

夫（45 歳）：年収 600 万円 

妻（44 歳）：年収 0 円 

子（ 9 歳）：小学 4 年生 

子（ 5 歳）：未就学児 

 

 

 

 

 

母（28 歳）：年収 0 円 

子（ 3 歳）：未就学児 

 

 

合計所得金額    0 円 合計所得金額  594 万円 合計所得金額   55 万円 合計所得金額   89 万円 合計所得金額  436 万円 合計所得金額    0 円 

※夫（76 歳）が後期高齢

者医療保険へ移行に伴い、

特定同一世帯減免を受けて

いる 

※応益（平等割）5 割軽減 

※持ち家 

※固定資産税 27.4 万円 

※応益（均等割・平等割） 

軽減なし 

※持ち家 

※固定資産税 12.7 万円 

※応益（均等割・平等割） 

5 割軽減 

※賃貸暮らし 

※固定資産税 0 円 

※応益（均等割・平等割） 

2 割軽減 

※賃貸暮らし 

※固定資産税 0 円 

※応益（均等割・平等割） 

軽減なし 

※子どもの均等割  

 ５割軽減 

※賃貸暮らし 

※非課税世帯（ひとり親） 

※応益（均等割・平等割） 

7 割軽減 

※子どもの均等割  

 ５割軽減 

R７年度 

５９，０５０円／年 

R７年度

５６０，００１円／年 

R７年度 

１４１，６１７円／年 

R７年度 

１１６，７６８円／年 

R７年度 

５６８，３８４円／年 

R７年度 

２８，８００円／年 

R８年度見込み額 

６０，５５０円／年 

(年１，５００円引上げ) 

R８年度見込み額

６０９，６８７円／年 

(年４９，６８６円引上げ) 

R８年度見込み額 

１３７，５７２円／年 

(年４，０４５円引下げ) 

R８年度見込み額 

１２１，８０８円／年 

(年５，０４０円引上げ) 

R８年度見込み額 

６１８，４９４円／年 

(年５０，１１０円引上げ) 

R８年度見込み額 

２９，２０５円／年 

(年４０５円引上げ) 

保険料試算モデルケース 


